
庁 議
日時： １月2４日（火）ＡＭ９：００ ＜庁議室＞
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【市長挨拶】

【協議事項】

１ 太田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の制定

について 企画部長

２ 太田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 企画部長

３ 太田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 企画部長

４ 太田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正につい

て 企画部長

５ 太田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正

について 企画部長

６ 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について 企画部長

７ 町の区域の変更について 総務部長

８ 財産の処分について 総務部長

９ 太田市債権管理条例の一部改正について 総務部長

10 太田市長寿祝金条例の一部改正について 福祉こども部長

11 太田市保育士修学資金貸付条例の一部改正について 福祉こども部長

12 太田市第３子以降出産祝金支給条例の廃止について 福祉こども部長

13 太田市国民健康保険条例の一部改正について 健康医療部長

14 太田市新田緑のリサイクルセンター条例の廃止について 産業環境部長

15 財産の無償譲渡について 農政部長

16 太田市農村環境改善センター条例及び太田市農村環境改善センター条

例施行規則の廃止について 農政部長

17 太田市手数料条例の一部改正について 都市政策部長

18 太田市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条

例の一部改正について 都市政策部長

19 太田市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料条例の一部改正

について 都市政策部長

20 市道路線の廃止及び認定について 都市政策部長

21 太田市下水道事業区域外接続分担金に関する条例の制定について 都市政策部長

22 太田市公共下水道事業設置条例の一部改正について 都市政策部長

23 太田市下水道条例等の一部改正について 都市政策部長



24 太田市新田クリーンセンター下水道投入施設改造工事請負契約の変更

について 都市政策部長

25 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について 消防長

26 財産の取得について（水槽付ポンプ自動車Ⅱ型） 消防長

27 太田市体育施設条例の一部改正について 文化スポーツ部長

28 （仮称）太田市運動公園市民体育館建設工事請負契約の変更について 文化スポーツ部長

【連絡事項】

１ 株式会社夢麦酒太田第２６期決算状況について 企画部長

２ 令和３年経済センサス－活動調査に係る製造品出荷額等（2020年実績）

の全国順位について 企画部長

３ 令和５年度組織機構について 企画部長

４ 令和４年度 改善活動実践例の審査結果について 企画部長

５ 低電力広域ネットワーク「LoRaWAN（ローラワン）」を活用したデータ

収集自動化に向けた群馬大学による実証実験への協力について 企画部長

６ 令和５年度太田市当初予算（案）の概要について 総務部長

７ 第４次太田市男女共同参画基本計画の策定について 市民生活部長

８ マイナンバーカード申請サポート（２回目）の結果報告について 市民生活部長

９ 太田市出産・子育て応援給付金について 健康医療部長

10 藪塚地域における土地利用に関するワークショップの実施報告及び藪

塚まちづくりシンポジウムの開催について 都市政策部長

11 都市計画の変更（市街化区域への編入等）について 都市政策部長

12 太田市住宅マスタープラン ２０２３～２０３２（案）の策定について 都市政策部長

13 太田市高齢者宅住宅用火災警報器設置事業の実施結果について 消防長

【その他】

１ 令和４年度環境白書について 産業環境部長

２ ３月定例会日程表について 議会事務局長

３ 令和５年度太田市議会会議予定一覧表について 議会事務局長

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

◆ 次回庁議予定 ◆ ２月 ３日（金）ＡＭ９：００～＜庁議室＞ 案件名報告：１月２４日 (火)PM5:00
資料提出：１月２７日 (金)PM5:00



  １月２４日 庁議提出案件           資料No.１     
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

                 企画部長 氏名 高橋 亮   内線（TEL）２２００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

太田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の制定について 

 

【 目 的 】 

地方公共団体は「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」の規定に基づ

き、条例で定めるところにより、任期付職員の採用を行うことができます。 

高度の専門性を備えた人材を活用する必要性や、期間が限定される専門的な行政需要への

効率的な対応の必要性が高まっていること、時には一定の期間内に限り業務量の増加が見込

まれる業務への対応が求められることを踏まえ、任期付職員の採用の円滑化を図ることを目

的として条例を制定するものです。 

 

【 概 要 】 

１ 採用関係 

区分 要件 採用方法 任期 

１ 任期付職員 

（専門的知識等） 

①高度の専門的知識経験等を有する者を

一定の期間活用することが特に必要

（特定任期付職員） 

②専門的な知識経験を有する者を期間を

限って業務に従事させることが必要 

選考 ５年以内 

２ 任期付職員 

（業務量との関連） 

①一定の期間内に終了することが見込ま

れる業務に従事 

②一定の期間内に限り業務量の増加が見

込まれる業務に従事 

競争試験 

又は選考 

３年以内 

（特に必要な場

合は５年以内） 

３ 任期付短時間勤

務職員 

①２の①②の場合 

②住民に対するサービスの提供体制の充

実 

③部分休業を取得する職員の業務の代替 

同上 同上 

 

２ 給与関係 

（１）特定任期付職員 

・特定任期付職員給料表を適用します。 

・管理職手当、住居手当、扶養手当、勤勉手当の支給はありません。 

・特に顕著な業績を挙げたときは、特定任期付職員業績手当の支給をすることができま

す。 



 

（２）特定任期付職員以外の任期付職員 

・常勤の職員と同様の給料表を適用します。 

 

（３）任期付短時間勤務職員 

・給料表を適用した号給にその者の勤務時間を３８時間４５分で除した額を乗じて算出

します。 

・時間外勤務手当の割増については、７時間４５分（常勤職員の１日の勤務時間）に達

するまでは１００分の１００で計算します。 

・住居手当、扶養手当の支給はありません。 

 

３ 施行日  令和５年４月１日 

 

４ その他  令和５年３月定例会に議案提出予定です。 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先  企画部 人事課 人事係 内線 ２２３２ ４７－１８１０ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



  １月２４日 庁議提出案件           資料No.２     
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

                 企画部長 氏名 高橋 亮   内線（TEL）２２００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

太田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 

【 目 的 】 

太田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例が制定されることに伴い、

任期付短時間勤務職員の勤務時間、休暇等に関する規定について、所要の改正を行うもので

す。 

 

【 概 要 】 

１ 改正内容 

（１）任期付短時間勤務職員の勤務時間について 

任期付職員のうち任期付短時間勤務職員について、勤務時間を規則で定める旨の規定

を追加します。 

 

（２）週休日及び勤務時間の割振りについて 

任期付短時間勤務職員について、週休日及び勤務時間の割振りが必要なことから、規

定を追加します。 

週休日については、日曜日及び土曜日以外に、月曜日から金曜日に週休日を設け、原

則として、４週間ごとの期間につき週休日を８日以上とします。 

勤務時間については、１週間ごとの期間について、１日につき７時間４５分を超えな

い範囲内で割り振るものとします。 

 

（３）年次有給休暇について 

任期付短時間勤務職員の年次有給休暇は、勤務時間等を考慮し２０日を超えない期間

内で規則で定める日数とします。 

 

２ 施行日  令和５年４月１日 

 

３ その他  令和５年３月定例会に議案提出予定です。 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先  企画部 人事課 人事係 内線 ２２３２ ４７－１８１０ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



  １月２４日 庁議提出案件           資料No.３     
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

                 企画部長 氏名 高橋 亮   内線（TEL）２２００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

太田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 

【 目 的 】 

太田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例が制定されることに伴い、

育児休業の取得要件について所要の改正を行うものです。また、一部引用条文の整備を行う

ものです。 

 

【 概 要 】 

１ 改正内容 

任期付職員のうち任期付短時間勤務職員については、育児休業を取得できないこととし

ます。 

また、一部引用条文の整備を行います。 

 

２ 施行日  令和５年４月１日 

（ただし、引用条文の整備については公布の日から施行） 

 

３ その他  令和５年３月定例会に議案提出予定です。 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先  企画部 人事課 人事係 内線 ２２３２ ４７－１８１０ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



  １月２４日 庁議提出案件           資料No.４   
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

                 企画部長 氏名 高橋 亮   内線（TEL）２２００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

太田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正について 

 

【 目 的 】 

令和５年４月１日に施行される地方公務員法の一部改正に伴い、本条例中で引用している

地方公務員法の条項がずれてしまうため、所要の改正を行うものです。 

 

【 概 要 】 

 １ 改正内容 

地方公務員法第２８条の５第１項を第２２条の４第１項に改めるものです。 

 

２ 施行日  令和５年４月１日 

 

３ その他  令和５年３月定例会に議案提出予定です。 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先  企画部 人事課 人事係 内線 ２２３２ ４７－１８１０ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



  １月２４日 庁議提出案件           資料No.５   
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

                 企画部長 氏名 高橋 亮   内線（TEL）２２００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

太田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について 

 

【 目 的 】 

令和５年４月１日に施行される地方公務員法の一部改正に伴い、本条例中で引用している

地方公務員法の条項がずれてしまうため、所要の改正を行うものです。 

 

【 概 要 】 

 １ 改正内容 

第１５条中「第２８条の４第１項若しくは法第２８条の５第１項又は法第２８条の６第１

項若しくは第２項の規定により採用された職員で法第２８条の５第１項」を「第２２条の４

第１項」に改め、「もの」を「職員」に改めるものです。 

 

２ 施行日  令和５年４月１日 

 

３ その他  令和５年３月定例会に議案提出予定です。 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先  企画部 人事課 人事係 内線 ２２３２ ４７－１８１０ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



  １月２４日 庁議提出案件           資料No.６   
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

                 企画部長 氏名 高橋 亮   内線（TEL）２２００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について 

 

【 目 的 】 

令和５年４月１日に施行される太田市職員の定年等に関する条例の一部改正に伴い、公益

的法人等へ職員を派遣する際の対象職員から除外する職員の規定を改めるものです。 

 

【 概 要 】 

 １ 改正内容 

第２条（公益的法人へ職員を派遣する際の除外職員）及び第１１条（民間企業へ職員を派

遣する際の除外職員）において、「再任用職員」を削り、６０歳を超えても特例的に引き続

き管理監督職として勤務する職員を追加するものです。 

 

２ 施行日  令和５年４月１日 

 

３ その他  令和５年３月定例会に議案提出予定です。 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先  企画部 人事課 人事係 内線 ２２３２ ４７－１８１０ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 １月２４日 庁議提出案件           資料No.７   
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               総務部長 氏名 栗原 直樹  内線（TEL）2300 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

町の区域の変更について 

 

 

【 目 的 】 

土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）に基づく太田都市計画事業東矢島土地区画整

理事業の施行に伴い、地区内の区画、形状を改めた結果、町の区域を変更するものです。 

 

 

【 概 要 】 

１. 区域の変更  西矢島町、高林寿町、東矢島町の各一部を南矢島町に変更 

    南矢島町の一部を東矢島町に変更 

 

２. 区域の変更予定日 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）の規定による換地 

    処分の公告のあった日の翌日 

 

３. 東矢島土地区画整理事業の概要 

 ① 事業名  太田都市計画事業東矢島土地区画整理事業 

 ② 事業年度 平成２年度から令和６年度 

 ③ 事業主体 太田市 

 ④ 施行土地 太田市東矢島町、南矢島町、高林寿町、西矢島町の各一部 

 ⑤ 事業面積 ７９.９ha 

 

４. その他  令和５年３月定例会に議案提出する予定です。 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先 総務部 総務課 総務係 内線 ２３１１ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 47-1815 



１月２４日 庁議提出案件 資料No.８
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

総務部長 氏名 栗原 直樹 内線２３００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

財産の処分について

【 目 的 】

本年度実施の旧韮川西小学校跡地利用に係る公募型プロポーザルにおける優先交渉権者に

対し、対象物件の売払いを行うものです。

【 概 要 】

１ 処分する財産

（1）土地

（2）建物

ア 旧太田市立韮川西小学校

所在地 太田市安良岡町５１番地

イ 旧太田市韮川西小放課後児童クラブ

所在地 太田市安良岡町５１番地

２ 処分予定価格 １８０，０１０，０００円

所在等 地目 地積

太田市安良岡町５１番１ 学校用地 １９，７６１㎡

太田市安良岡町５１番１５ 雑種地 １８４㎡

太田市安良岡町２４４番４ 学校用地 ２００㎡

太田市安良岡町２４９番２ 学校用地 ７３１㎡

太田市安良岡町２５９番９ 学校用地 ７２㎡

太田市東長岡町１３９０番２ 学校用地 ４，７３４㎡

名称 構造 延床面積

校舎１ 鉄筋コンクリート造３階建 ２，６１２．４４㎡

校舎２ 鉄筋コンクリート造３階建 １，８６６．８０㎡

学校体育館 鉄骨造１階建 ８１７．００㎡

給食室 鉄骨造１階建 １７５．００㎡

寮舎・宿舎 木造１階建 ８９．００㎡

倉庫１ 鉄骨造１階建 ２６．００㎡

倉庫２ 鉄骨造１階建 ２６．００㎡

危険物倉庫 コンクリートブロック造１階建 ５．００㎡

便所 コンクリートブロック造１階建 ７．００㎡

名称 構造 延床面積

旧韮川西小放課後児童

クラブ室
鉄骨造１階建 ９９．３７㎡



３ 処分の方法 随意契約

４ 契約の相手方 太田市東長岡町１３６１番地

学校法人太田アカデミー

理事長 田 鶴 志 郎

５ その他 令和５年３月定例会に議案提出予定です。

【 備 考 】

問い合わせ先 総務部 管財課 管財係 内線 2383 47-1822 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



  １月 ２４日 庁議提出案件           資料No.９    
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               総務部長 氏名 栗原 直樹  内線（TEL）２３００   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

 太田市債権管理条例の一部改正について 

 

 

【 目 的 】 

 太田市債権管理条例第６条の根拠法令である太田市個人情報保護条例が廃止されることに

伴い、同条を削除し、個人情報の保護に関する法律第６９条第２項第２号及び第３号に基づき、

個人情報の目的外利用及び目的外提供を行うものです。 

 

 

【 概 要 】 

１ 改正内容 

太田市個人情報保護条例第８条第２号及び第９条第１項第２号は、「法令等に定めがある

とき」に個人情報の目的外利用及び目的外提供を認めており、この「法令等」には「条例」

が含まれることから太田市債権管理条例を制定し、同条例第６条に基づき、債務者の情報の

目的外利用及び目的外提供を行ってきました。 

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により個人情報の保

護に関する法律が改正され、地方公共団体は改正後の個人情報の保護に関する法律に規定す

る全国的な共通ルールを元に個人情報保護制度を運用することとなり、令和５年４月１日に

太田市個人情報保護条例が廃止されることから同条例を根拠法令としている太田市債権管理

条例第６条を削除し、個人情報の保護に関する法律第６９条第２項第２号及び第３号に基づ

き、個人情報の目的外利用及び目的外提供を行うものです。 
 

２ 施行日 令和５年４月１日 

 

３ その他 令和５年３月定例会に議案提出予定です。 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先  総務部  収納課 債権管理係 内線 2375 47－1935 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 １月２４日 庁議提出案件            資料No.１０ 
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               福祉こども部長 氏名 冨岡 和正  内線（2500）  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

 太田市長寿祝金条例の一部改正について 

 

【 目 的 】 

  今後ますます増加が見込まれる高齢者に対する敬老事業の見直しを行うため、有識者や 

住民で構成される敬老事業検討委員会を開催した結果、長寿祝金については75歳から５歳 

刻みの年齢節目支給ではなく、喜寿、米寿、百寿の支給が望ましいとの委員の意見を参考 

に支給対象年齢を変更し、かつ、支給金額を見直すことにより持続可能な制度とする。 

 

【 概 要 】 

 １ 改正内容 

  （１）支給年齢の変更 

    

 

 

  （２）関係規則（太田市長寿祝金施行規則）の改正（予定） 

 

 

  

 

 

 

 

  

  ２ 施行日 

    令和５年４月１日 

 

３ 今後の予定 

   ・３月定例会に議案提出予定 

   ・太田市長寿祝金条例施行規則を改正予定 

 

【 備 考 】 

＊ 問合せ先  福祉こども部 長寿あんしん課 いきがい推進係 内線２５４１ 

改正後 改正前 

77歳、88歳、100歳 75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳 

改正後 改正前 

77歳：10,000円 

88歳：10,000円 

100歳：50,000円 

75歳：  5,000円 

80歳： 10,000円 

85歳： 10,000円 

90歳： 20,000円 

95歳： 30,000円 

100歳：100,000円 



１月 ２４日 庁議提出案件 資料No.１１
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

福祉こども部長 氏名 冨岡 和正 内線 ２５００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市保育士修学資金貸付条例の一部改正について

【 目 的 】

市内の保育所等の保育士不足を解消することを目的として開始した事業であり、令和５年

３月３１日までの時限措置としているが、慢性的な保育士不足は依然として続いているため、

失効期限を令和８年３月３１日まで延長し、併せて、保育士希望者にとって本制度をさらに

利用しやすいものとし、太田市の保育士として勤務を希望する者の増加を図るため、貸付対

象者の滞納要件、返済の猶予及び免除の要件等の改正を行うものです。

【 概 要 】

１ 改正内容

・第３条関係（貸付対象者）

市税等の滞納要件から同一の世帯に属する者を削除し、本人のみとする。

・第８条関係（貸付決定の取消し）

貸付決定を取り消した場合に、市から借受者にその旨を通知する規定を定める。

・第１０条関係（返還の猶予）

返還猶予の該当事由のうち、引き続き同一の市内の保育所等に保育士として勤務してい

るときに、例外として、退職しても規則で定める期間内に市内の保育所等に再就職する

場合は猶予を継続することができる規定を第２項から第５項に定める。

・第１１条関係（返還の免除）

第１０条第２項から第５項の追加により、同条に規定する返還の猶予を受けている場合

における全部又は一部返還の免除の規定を改める。

・附則第２項（条例の失効）

令和５年３月３１日を令和８年３月３１日に延長する。

２ 施行期日 令和５年４月１日

ただし、附則第２項の改正規定は、同年３月３１日から施行する。

３ その他 令和５年３月議会に議案を上程する予定です。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 福祉こども部 こども課 入園児童係 内線3138 47－1943 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



１月 ２４日 庁議提出案件 資料No.１２
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

福祉こども部長 氏名 冨岡 和正 内線（TEL）２５００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市第３子以降出産祝金支給条例の廃止について

【 目 的 】

「出産・子育て応援交付金事業」の創設による「出産・子育て応援ギフト」の支給開始に

伴い、第３子以降出産祝金支給条例を廃止するものです。

【 概 要 】

１、廃止理由

少子化対策を目的とし、太田市単独事業として実施している第３子以降出産祝金の支給に

ついて、令和４年度第２次補正予算により国の少子化対策として「出産・子育て応援交付金

事業」（国2/3・県1/6・市1/6）が創設され、全ての出産を対象とする「出産・子育て応援ギ

フト」が支給されることに伴い廃止するものです。

（廃止事業）第３子以降出産祝金（市単）

概要：第３子以降の出産につき１０万円支給

実績：令和元年度 ２６６件 ２６，６００千円

令和２年度 ２６７件 ２６，７００千円

令和３年度 ３０６件 ３０，６００千円

（新規事業）出産・子育て応援ギフト（国２/３・県１/６・市１/６）

概要：全ての出産につき１０万円支給（５万円×２）

見込：令和４年度出生数 １，５００人（市負担分 ２５，０００千円）

２、施行期日

公布の日

３、その他

令和５年３月定例会に議案を上程する予定です。

【 備 考 】

＊ 太田市第３子以降出産祝金支給条例の廃止に伴い、同施行規則も併せて廃止します。

＊ 問い合わせ先 福祉こども部 こども課 児童給付係 内線3132 47－1942 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



１月２４日 庁議提出案件             資料No.13  
●内 容 【 1.協議事項  】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会、委員会協議会後】 

 

              健康医療部長 氏名 大澤 美和子  内線３４００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  太田市国民健康保険条例の一部改正について 

 

【 目 的 】 

  健康保険法施行令に規定する出産育児一時金の支給額が、出産費用等の状況を踏まえ引き

上げられることに伴い、太田市国民健康保険条例に規定する出産育児一時金の額を改正し、

出産に係る経済的負担を軽減しようとするものです。 

 

【 概 要 】 

１．改正内容 

   出産育児一時金の支給額の改正（第５条第１項の改正） 

40万8,000円を48万8,000円に、医学的管理下における出産（産科医療補償制度の加算

対象となる出産）であると認められる場合の支給額は、42万円から50万円に改正します。 

健康保険法に基づく保険給付として健康保険法施行令第36条に規定する出産育児一時

金の支給金額が、出産費用等の状況を踏まえ、40万8,000円から48万8,000円に、医学的

管理下における出産であると保険者が認めるときは、42万円から50万円に引き上げられ

ることから、太田市国民健康保険条例に規定する出産育児一時金の金額を改正するもの

です。 

   

＜参考＞ 

  【産科医療補償制度】 分娩に関連して発症した重度脳性麻痺の児と家族に、１件当たり

3,000万円の補償金を支払う仕組み。分娩機関が支払う掛け金（保険料）の負担分が

分娩費に含まれている。掛け金相当額は、出産育児一時金の支給を通じて医療保険の

保険者が負担している。 

【財政負担】 出産育児一時金の２/３は一般会計からの繰入金、１/３は国保税で措置。 

令和５年度は、引上げ分（８万円）の２/３が地方交付税措置、１件当たり５千円が

国庫補助される。 

  

２．施行期日   令和５年４月１日 

 

３．その他    令和５年３月定例会に議案を提出する予定です。 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先  健康医療部 国民健康保険課 給付係 内線2562 47－1825ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



１月２４日 庁議提出案件 資料No.１４
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

産業環境部長 氏名 飯塚 史彦 内線２６００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市新田緑のリサイクルセンター条例の廃止について

【 目 的 】

太田市新田緑のリサイクルセンターは、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、

樹木の剪定枝等を処分業者へ再資源化する委託をしておりましたが、市民が処分業者へ直接

搬入することで処理ができることから、条例を廃止するものです。

【 概 要 】

１ 廃止理由

新田緑のリサイクルセンターを運営していくために必要な重機操作の資格を有する職員

を継続的に配置することが困難であります。

また、１８年経過した計量システムの更新や、老朽化した施設の修繕など、多額な費用

が必要となるため総合的に検討した結果、施設を廃止しようとするものです。

２ 施行期日

令和５年４月１日

３ その他

令和５年３月定例会に議案を上程する予定です。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 産業環境部 清掃事業課 管理係 ３１－８１５３ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



１月２４日 庁議提出案件 資料No.15
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

農政部長 氏名 金澤 誠 内線（TEL）20-9714

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

財産の無償譲渡について

【 目 的 】

令和５年４月１日から太田市農村環境改善センターの民営化に伴い、建物及び土地を無償

で譲渡したいので、地方自治法（昭和２２年４月１７日法律第６７号）第９６条第６号及び

第２３７条第２項の規定に基づいて太田市議会に議案を提出するものです。

【 概 要 】

１ 建 物 の 名 称 太田市農村環境改善センター

２ 建 物 の 所 在 地 太田市新野町３１４番地１

３ 構造及び延べ床面積 ⑴ 太田市農村環境改善センター本体

鉄筋コンクリート 鉄骨造スレートぶき ２階建

１２７９．１４㎡

⑵ 外便所

鉄筋コンクリート造 スレートぶき平家建

４２．００㎡

４ 土 地 の 所 在 等 太田市新野町３１０番１ほか７筆

５ 地 目 及 び 面 積 宅地 ４２１４．２３㎡

６ 譲 渡 の 相 手 方 太田市新野町３２０番１

太田市農業協同組合

代表理事組合長 天 笠 淳 家

７ 譲 渡 の 期 日 令和５年４月１日

８ そ の 他 令和５年３月定例会に議案提出予定

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 農政部 農業政策課 農政係 ２０－９７１４ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



１月２４日 庁議提出案件 資料No.16
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

農政部長 氏名 金澤 誠 内線（TEL）20-9714

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市農村環境改善センター条例及び太田市農村環境改善センター条例施行規則の廃止に

ついて

【 目 的 】

太田市農村環境改善センターは、農業経営及び農家生活の改善合理化、農業者等の健康増

進、地域連帯感の醸成等を図り、農村の環境整備を組織的に推進する多目的施設であるが、

令和５年４月１日から民営化することに伴い、本条例及び本条例施行規則を廃止するもので

す。

【 概 要 】

１ 内容

太田市農村環境改善センター条例及び太田市農村環境改善センター条例施行規則を廃止す

る。

２ 施行期日

令和５年４月１日

３ その他

令和５年３月定例会に議案提出する予定です。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 農政部 農業政策課 農政係 ２０－９７１４ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



 １月２４日 庁議提出案件           資料No.１７     
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               都市政策部長 氏名 田村 敏哉  内線（TEL）２８００ 

  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

 

  太田市手数料条例の一部改正について 

 

 

【 目 的 】 

 

  脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の

一部を改正する法律が令和５年４月１日から施行されることに伴い、太田市手数料条例の

一部改正が必要になったため、所要の改正を行うものです。 

 

 

【 概 要 】 

 

１．改正内容 

    既存建築ストックの省エネ化及び長寿命化に向けた規定の合理化を図るものとして

認定制度及び特例許可制度が創設されたため改正するものです。 

 

２．施行期日 

    令和５年４月１日から施行します 

 

３．その他 

    令和５年３月定例会に議案提出する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 都市政策部 建築指導課 建築行政係 内線２７４１ ４７－１８３７ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 １月２４日 庁議提出案件           資料No.１８     
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               都市政策部長 氏名 田村 敏哉  内線（TEL）２８００ 

  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

 

  太田市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例の一部改正につ

いて 

 

 

【 目 的 】 

 

  建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令が令和４年１１月

７日に公布されたことに伴い、太田市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関

係手数料条例の一部改正が必要になったため、所要の改正を行うものです。 

 

 

【 概 要 】 

 

１．改正内容 

    建築物エネルギー消費性誘導基準として、計算によらずに当該性能を有することが

確認できる誘導仕様基準が新たに定められたため改正するものです。 

 

２．施行期日 

    公布の日から施行します 

 

３．その他 

    令和５年３月定例会に議案提出する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 都市政策部 建築指導課 建築行政係 内線２７４１ ４７－１８３７ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 １月２４日 庁議提出案件           資料No.１９     
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               都市政策部長 氏名 田村 敏哉  内線（TEL）２８００ 

  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

 

  太田市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料条例の一部改正について 

 

 

【 目 的 】 

 

  建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令が令和４年１１月

７日に公布されたことに伴い、太田市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料条例

の一部改正が必要になったため、所要の改正を行うものです。 

 

 

【 概 要 】 

 

１．改正内容 

    建築物エネルギー消費性誘導基準として、計算によらずに当該性能を有することが

確認できる誘導仕様基準が新たに定められたため改正するものです。 

 

２．施行期日 

    公布の日から施行します 

 

３．その他 

    令和５年３月定例会に議案提出する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 都市政策部 建築指導課 建築行政係 内線２７４１ ４７－１８３７ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 １月２４日 庁議提出案件          資料№２０ 

●内 容   【 1.協議事項 】 

○公 開  【 1.可 】 

○公開時期 【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

             都市政策部長 氏名 田村 敏哉  内線（TEL）2800  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

市道路線の廃止及び認定について 

 

 

【 目 的 】 

公共事業及び民間開発等に伴う市道路線の廃止及び認定について、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１０条第３項及び第８条第２項の規定により、議会の議決を求めることを

報告するものです。 

 

 

【 概 要 】 

１ 路線内訳（路線名、路線延長） 

   廃止路線 太田古戸鳥居前５０９号線   ほか１８路線     延長３,８２３ｍ 

   認定路線 太田飯塚町１４４０号線    ほか５０路線     延長６,０７４ｍ 

 

２ そ の 他 道路法第１０条第３項及び第８条第２項の規定により、令和５年３月定例会に

議案を提出する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先 都市政策部 道路整備課 路政係 内線2713 47－1835ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

 

 

 



１月２４日 庁議提出案件 資料No.２１
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

都市政策部長 氏名 田村 敏哉 内線 ２８００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市下水道事業区域外接続分担金に関する条例の制定について

【 目 的 】

下水道の事業計画区域外となる土地から下水道に接続を希望する者が想定されます。そのた

め、事業計画区域外で下水道に接続が可能な者から分担金を徴収できるよう法整備を行うもの

です。

【 概 要 】

１ 主な内容

（１）行為の許可（第３条）

区域外接続の施工について、基準を満たすかを審査し、許可を下ろすものです。

（２）分担金の額（第４条）及び徴収方法（第５条）

分担金の額を太田市下水道事業受益者負担に関する条例で定めている受益者負担金と同額

に定め、及びその徴収方法について定めるものです。

（３）分担金の減免（第６条）

分担金の減免について、受益者負担金と同様の扱いとすることを定めるものです。

２ 施行期日 令和５年４月１日

３ そ の 他 令和５年３月定例会に議案として提出する予定です。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 都市政策部 下水道課 下水道二係 内線2675 47-1921 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



１月２４日 庁議提出案件 資料No.２２
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

都市政策部長 氏名 田村 敏哉 内線 ２８００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市公共下水道事業設置条例の一部改正について

【 目 的 】

太田市公共下水道の事業認可拡大及び事業計画期間の延伸を行ったため、第２条の排水人口

等を改めるものです。

【 概 要 】

１ 改正の内容 第２条の表の中央第１処理区の項中「１７，６８０」を「１２，２５０」

に改め、同表の中央第２処理区の項中「３７，２９０」を「４３，４６０」

に、「１，０３９．４」を「１，１１３．３」に改め、同表の西邑楽処理

区の項中「１０，６２０」を「１４，３４０」に改め、同表の佐波処理区

の項中「１，２６４」を「１，０１０」に改める。

２ 施行期日 公布の日から施行します。

３ そ の 他 令和５年３月定例会に議案として提出する予定です。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 都市政策部 下水道課 下水道一係 内線2684 47－1949 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



１月２４日 庁議提出案件            資料No.２３ 

●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

都市政策部長 氏名 田村 敏哉   内線 ２８００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

太田市下水道条例等の一部改正について 

【 目 的 】 

 地方自治法等における指定納付受託者制度の導入及び経営の健全化を基本とした安定的・効 

率的な下水道のサービスの提供を行うため、下水道使用料に関する条文を改めるものです。 

【 概 要 】 

１ 主な改正内容 

（１） 使用料の納付方法について、「口座振替又は納入通知書」を「納入通知書、口座振替又 

は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項に規定する指定納付

受託者による納付の方法」に改めます。 

該当条文・太田市下水道条例          第２５条第２項 

・太田市コミュニティ・プラント条例  第７条第２項 

・太田市農業集落排水処理施設条例   第７条第２項 

・太田市戸別浄化槽の整備に関する条例 第１５条第２項 

（２）使用料の算定に係る使用料の額について、以下の各条文中の表の用途区分一般用を下表

のとおり改めます。 

該当条文・太田市下水道条例          第２６条第１項 

・太田市コミュニティ・プラント条例  第８条第１項 

・太田市農業集落排水処理施設条例   第８条第１項 

・太田市戸別浄化槽の整備に関する条例 第１６条第１項 

（３）その他、使用料の算定方法及び延滞金に係る表記について、各条文及び関連条例との整

合性を図るため字句を改めます。 

２ 施行期日 令和５年４月１日 

 但し、使用料の算定に関する経過措置として、令和５年４月施行から１年間の 

猶予期間を設けるものとし、令和６年６月以後に算定した使用料から適用します。 

３ その他  令和５年３月定例会に議案として提出する予定です。 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先  都市政策部 下水道課 管理係 内線2671 47－1949 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

 排除した汚水の量に対する使用料 

＜改正前＞ 使用料 ＜改正後＞ 使用料（１立方メートルにつき） 

 

 

１立方メートル １０１円 

１～ １０立方メートルまでの分 １１０円 

１０～ ２５立方メートルまでの分 １２０円 

２５～１５０立方メートルまでの分 １３０円 

１５０～２５０立方メートルまでの分 １４０円 

２５０立方メートルを超える分 １５０円 



１月２４日 庁議提出案件            資料No.２４     
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

          都市政策部長 氏名 田村 敏哉  内線 ２８００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

 太田市新田クリーンセンター下水道投入施設改造工事請負契約の変更について 

 

 

【 目 的 】 

令和３年６月１８日議案第７６号により議決を経て、令和４年３月２４日専決処分により一

部を変更した太田市新田クリーンセンター下水道投入施設改造工事請負契約締結についての

一部を変更するものです。 

 

 

【 概 要 】 

１ 履 行 名 称   太田市新田クリーンセンター下水道投入施設改造工事 

２ 契 約 締 結 日   令和３年６月１８日 

３ 履 行 期 間   原契約 令和３年６月２１日から令和５年２月２８日 

            変更後 令和３年６月２１日から令和５年３月２４日 

４ 請  負  者   ＪＦＥ環境テクノロジー株式会社 

５ 契 約 金 額   原契約    １９７，２７４，０００円（消費税含む） 

            第一回変更後 ２０９，０５５，０００円（消費税含む） 

            第二回変更後 ２１６，４３６，０００円（消費税含む） 

            増減額      ７，３８１，０００円 

６ 変 更 理 由  （１）施設内のマンホールから放流先のマンホールまでを繋ぐ汚水管

を推進工法で施工するに当たり、土質が緩い粘性土及び砂質粘

性土であり、地山の崩壊等のおそれがあることから、地盤強化

の対策として、薬剤注入を行います。 

           （２）施設内のマンホールを施工するに当たり、樹木の根が支障とな  

ることから、当該樹木の伐採及び伐根を行います。 

           （３）マンホールポンプ側の緊急信号を施設側の操作機器で受信する

必要があることから、ケーブル等の配線を行います。 

７ そ  の  他   令和５年３月定例会に議案提出する予定です。 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先  都市政策部 下水道課 施設管理係 内線2683 47－1949 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



１月２４日 庁議提出案件 資料No.２５
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

消防本部 消防長 櫻井 修一 TEL 33-0200

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について

【 目 的 】

消防団員公務災害補償、退職手当支給及び消防職団員の賞じゅつ金支給等の福利厚生事務

について太田市が加入し共同処理している、群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する

協議について、３月定例会へ議案提出するものです。

【 概 要 】

下記の事由により、当該事務組合の規約の変更が生ずることによるものです。

記

１ 規約改正内容

（１）桐生地域医療組合（桐生市及びみどり市で組織）の名称が桐生地域医療企業団に

変更されるため、別表第１及び別表第２の５の項右欄中、桐生地域医療組合を桐生

地域医療企業団に変更する。

（２）吾妻環境施設組合（中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村及び東吾妻町

で組織）が新たに当該組合の組織団体となり、地方公務員災害補償法第６９条の規

定に基づく議会の議員その他非常勤の職員のうち法律による公務上の災害に対する

補償の制度が定められていないものに対する補償事務の共同処理を開始するため。

２ 令和５年４月１日から施行予定

※ 根拠法令：地方自治法第２８６条第１項、同第２９０条（裏面参照）

※ 太田市の共同処理内容：消防団員の公務災害補償事務、退職手当支給事務及び消防

職団員の賞じゅつ金の支給事務等

【 備 考 】

問い合わせ先 消防本部 消防総務課 総務係 33－0200 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



１月 ２４日 庁議提出案件 資料No. ２６
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

消防本部消防長 氏名 櫻井 修一 内線（TEL）33-0200

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

財産の取得について（水槽付ポンプ自動車Ⅱ型）

【 目 的 】

車両・資機材ともに老朽化した東部消防署の水槽付ポンプ自動車Ⅱ型（東部１号車）を

更新し、装備の充実強化を図ることを目的とするものです。

【 概 要 】

１ 取 得 財 産 水槽付ポンプ自動車Ⅱ型（東部１号車） １台

２ 取得の方法 指名競争入札

３ 予 定 価 格 ６１，６１６，７００円（消費税を含まない）

４ 落 札 価 格 ６１，３５０，７００円（消費税を含まない）

５ 落 札 率 ９９.５７％

６ 取得予定価格 ６７，４８５，７７０円（内消費税 ６，１３５，０７０円）

７ 契約の相手方 東京都港区芝五丁目３６番７号 三田ベルジュビル１９階

株式会社モリタ 東京支店

支店長 山北 忠司（やまきた ただし）

８ 契約履行期間 契約締結の日から令和６年３月２９日（金）まで

９ 入札指名業者 小池(株) (株)佐藤工業所

（８者） ジーエムいちはら工業(株) (株)ナカムラ消防化学 東京営業所

長野ポンプ(株)東京営業所 日本機械工業(株) 本社営業部（失格）

温井自動車工業(株) (株)モリタ 東京支店

10 そ の 他 本契約を締結するため、３月定例会に議案提出する予定です。

【 備 考 】

※ 落札率については、落札価格÷予定価格×１００（小数点第３位四捨五入）

※ 問い合わせ先 消防本部 警防課 警防救助係 TEL 33-0203 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



 1月 27日 庁議提出案件           資料No.27   
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              文化スポーツ部長 氏名 村岡 芳美  内線（TEL）3600   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

太田市体育施設条例の一部改正について 

 

 

【 目 的 】 

太田体育施設が新たに増えることにより、新たに運用予定の施設を条例に加えるものです。 

 

 

【 概 要 】 

１ 主な改正内容 

 別表第１ 太田体育施設の部に「太田市第２サッカー・ラグビー場 太田市龍舞町１６１９

番地１」を加える。 

  

 

２ 施行期日  令和５年４月１日 

 

 

３ その他   令和５年３月定例会に議案を提出する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先 文化スポーツ部 スポーツ施設管理課 東地区スポーツ施設係 

         ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ ４５-８１１８ 



１月２４日 庁議提出案件 資料No.２８
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

文化スポーツ部長 氏名 村岡 芳美 内線３６００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

（仮称）太田市運動公園市民体育館建設工事請負契約の変更について

【 目 的 】

（仮称）太田市運動公園市民体育館建設工事請負契約について、次のとおり変更するた

め、議会に上程するものです。

【 概 要 】

１ 履 行 名 称 （仮称）太田市運動公園市民体育館建設工事

２ 履 行 場 所 太田市飯塚町１０５９番１地内

３ 当初契約締結日 令和３年６月１８日

４ 当初契約金額 ７，５９８，１４０，０００円

（内消費税６９０，７４０，０００円）

５ 履 行 期 間 令和３年６月２１日から令和５年４月２８日まで

６ 変更契約予定日 令和５年２月１６日

７ 変更契約金額 ７，６６７，９９０，０００円

（内消費税６９７，０９０，０００円）

８ 増 減 額 ６９，８５０，０００円（内消費税６，３５０，０００円）

９ 契 約 方 法 随意契約（設計・施工一括プロポーザル方式）

10 補 助 金 無・有 （地方創生拠点整備交付金ほか）

11 請 負 者 太田市飯田町１５４７番地ＯＴＡスクエアビル７Ｆ

関東・梓特定建設工事共同企業体

代表者 関東建設工業株式会社 代表取締役 髙橋 明

12 工 事 内 容 建設工事 一式

13 変更契約理由 当該工事の施工を進める中、当初設計で想定していなかった、既

存トイレの解体におけるアスベストの処理や照明塔の支持杭撤去

等の発生による対応や、施設の安全・安心な管理運営を行うため

の監視カメラ設備や電気錠設備の増設が必要となりました。また、

施工の段階で請負業者と協議・検討した結果、各種仕上げや納ま

り等の変更等が生じたため、それらの変更を図るものです。

14 そ の 他 令和５年３月定例会に議案上程の予定です。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 文化スポーツ部 スポーツ施設管理課 市民体育館建設係

ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ ５５－２５５０



１月２４日 庁議提出案件             資料No.１   

●内 容 【 2.連絡事項  】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後】 

               企画部長 高橋 亮  内線２２００   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

株式会社夢麦酒太田第２６期決算状況について 

 

【 目 的 】 

本市が出資する株式会社夢麦酒太田の第２６期決算状況について報告するものです。 

 

【 概 要 】 

１ 会社の状況 

（１）資本金総額  112,500千円（株式総数2,250株） 

（２）本市出資金額  55,000千円（持株数1,100株、持株比率48.9％） 

  

２ 第２６期（令和3年10月1日～令和4年9月30日）経営状況 

（１） 事業概要 

・売上高が17,736千円と目標売上16,000千円を上回り、コロナ前の２３期まで売上実績

を回復しました。 

   ・主な取引先である群馬県卸酒販(株)との取引を拡大するとともに、新たな販路の開拓

に取り組みました。 

   ・ダニエルハウスへの卸量が回復し、前期の1.4倍となる7,386千円の売上を計上しまし

たが、依然としてコロナ禍の影響を受けています。 

 

（２）決算概況 

  財務諸表 貸借対照表  資産合計     134,080千円 

              負債合計      34,045千円 

              純資産合計    100,035千円 

 

       損益計算書  売上総利益     8,605千円 

              営業利益     ▲4,564千円 

              経常利益     ▲3,553千円 

              税引前当期純利益 ▲3,553千円 

              当期純利益    ▲3,553千円 

 

 

【 備 考 】 

 問い合わせ先   企画部  企画政策課 企画政策係 内線2293 



  １月 ２４日 庁議提出案件           資料No.２  
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.   可    】 

○公開時期【 1. 庁議後 】 

 

             企画部長 氏名  高橋 亮   内線 ２２００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

 

  令和３年経済センサス－活動調査に係る製造品出荷額等（２０２０年実績）の全国順位について 

 

 

【 目 的 】 

 

  令和３年経済センサス－活動調査について、集計結果が経済産業省より公表されましたの

で、下記のとおり報告いたします。 

 

 

【 概 要 】 

 

１． 太田市の製造品出荷額等の順位について 

 

全国順位 関東順位 製造品出荷額等 対前年比 

１３位 

（前回１１位） 

４位 

（前回４位） 
2兆2,693億5,998万円 

▲7,171億6,840万円 

（▲24.0％） 

                        （太田市企画政策課統計係調べ） 

※詳細については裏面のとおりです。 

 

 

２． 公表資料・公開日 令和３年経済センサス－活動調査 

         製造業（地域別統計表データ） 

         令和４年１２月２６日（経済産業省） 

 

 

【 備 考 】 

 

＊問い合わせ先  企画部 企画政策課 統計係 内線 ２２９８ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ ４７－１８２１ 



１月２４日 庁議提出案件 資料No.３
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後】

企画部長 氏名 高橋 亮 内線（TEL）２２００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

令和５年度組織機構について

【 目 的 】

令和５年度に向けた組織機構の見直しについて報告するものです。

【 概 要 】

１．基本的な考え方

市民ニーズを的確に捉え、効率的な行政サービスが提供できる組織、限られた人材を

最大限活用できる組織の構築を目指し、必要な改正を行うものです。

２．組織機構の見直し内容
部 現行 見直し案 理由

市
民
生
活
部

市民課

・窓口記録一係

・窓口記録二係

・－

市民課

・窓口記録係

・マイナンバーカード係

・藪塚本町サービス係（新設）

窓口連絡所機能を追加し分散するこ

とで、待ち時間の短縮に繋げるとと

もに、市民にわかりやすい名称に変

更する。

藪塚地区振興課

・藪塚本町中央公民館

藪塚地区振興課

・（廃止）

公民館業務は継続し、組織のみ藪塚

本町行政センターへ集約する。

市民そうだん課

・人権・市民活動係

市民そうだん課

・人権啓発係

市民が業務内容を理解しやすい名称

に変更する。

文
化
ス
ポ
ー
ツ
部

芸術学校担当

・管理係

・指導係

芸術学校担当

・管理係

・（廃止）※１
※１：事業運営係に名称変更し文化

スポーツ振興財団の組織とす

る。

芸術学校担当の管理と指導を一元化

し、組織のスリム化を図る。

また、指導係は事業運営係と名称変

更し、市の組織から文化スポーツ振

興財団の組織にする。

健
康
医
療
部

医療年金課

・医療助成係

・国民年金係

・後期高齢者医療係

医療年金課

・福祉医療年金係

・後期高齢者医療係

・後期高齢者保険料係

組織の分割・統合を図り、申請窓口

を市民にわかりやすくするため名称

変更する。

農
政
部

農業政策課

・地産地消推進係

農業政策課

・農業支援係

市民が業務内容を理解しやすい名称

に変更する。

都
市
政
策
部

下水道課

・下水道一係

・下水道二係

・施設管理係

下水道課

・工務係

・維持係

・施設係

市民が業務内容を理解しやすい名称

に変更する。



３．組織の比較

組織数は、市長部局のほか、教育委員会、消防本部、議会、行政委員会を含み、一部事務組合を

除いています。

【 備 考 】

問い合わせ先 企画部 行革推進課 行革推進係 内線２２４３ ４７-１８１１ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

令和４年度 令和５年度 比較

部 課 係 部 課 係 部 課 係

14 83 247 14 83 246 ±0 ±0 -1



１月２４日 庁議提出案件 資料No.４
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

企画部長 氏名 高橋 亮 内線（TEL）2200

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

令和４年度 改善活動実践例の審査結果について

【 目 的 】

優れた改善活動を表彰し水平展開することで、職員の改善意識の高揚を図るとともに、市

民サービスの向上及び業務の効率化の推進を図るものです。

【 概 要 】

１ 応募件数

１４３件（前年度１３５件 ５．９％増）

２ 審査方法

審査員６名（企画部副部長、行革推進課長、人事課長、総務課長、消防総務課長、教

育総務課長）及び補助審査員（新任係長代理職５名）による書類審査、ヒアリング審査

により各賞を決定。

３ 審査結果

デジタル化や電子申請等による「ペーパーレス」や「非接触対応」など「経営資源の

選択と集中」に寄与した事例が多くみられました。

総
合
評
価

最優秀賞 こども課 子育て世帯生活支援特別給付金早期支給ミッション

優秀賞
児童施設課 放課後児童クラブ補助申請の見直し

救急課 ドクターカー運用が市民サービスの向上に！

奨励賞

資産税課 旧公図を電子化へ～業務の効率化を目指して～

産業政策課

情報管理課 デジタル地域通貨の導入

部
門
評
価

市民目線賞

新型コロナワクチン

感染症対策室
予約いらず！ 誰でも気軽にワクチン接種

南地区振興課

【九合行政センター】
子どもが寝たので講座申込みます

スクラップ

賞

下水道課 「下水道事業等会計決算書」配布方法の変更について

環境対策課 スズメバチの巣の撤去申し入れ事務の変更

ナッジ理論

賞

新田地区振興課

【木崎行政センター】
ロビーのレイアウト変更で効率化

九合分署 駐車の『し・る・し』

特
別
賞

ＤＸ推進賞 こども課 DX等による児童扶養手当業務の抜本的見直し



４ 表彰式及び事例発表会

・ 日時：令和５年２月６日（月） １５：００～

・ 場所：南庁舎 ３階 大研修室

【 備 考 】

問い合わせ先 企画部 行革推進課 行革推進係 内線２２４３ ４７―１８１１ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



１ 月 ２４ 日 庁議提出案件 資料No.５
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

企画部長 氏名 高橋 亮 内線２２００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

低電力広域ネットワーク「LoRaWAN（ローラワン）」を活用したデータ収集自動化に向けた

群馬大学による実証実験への協力について

【 目 的 】

行政課題や地域課題の解決を目指してLoRaWANによるデータ収集・分析行い、群馬大学と協力

して実証実験を実施するものです。

本件は、同大学との包括協定書(平成19年2月19日締結)にもとづき実施するものです。

【 概 要 】

１．LoRaWANについて

「低消費電力」「長距離通信」の特徴を持つLPWA(Low Power Wide Area-network)の主要な

無線通信規格のひとつであり、位置情報、温度、湿度などのセンサーを組み合わせることで、

スマートフォンなどで各種データがリアルタイムに取得できます。国内においては太田市が

活発な研究拠点となっており、多方面への活用が今後期待されています。

２．実証実験の内容

① 市庁舎屋上への通信基地局設置および運用

② 市立太田小体育館への温度・湿度センサーによる空調設備管理

③ 有害鳥獣罠の動作センサによる管理

④ ゴミ集積所へのセンサー設置による蓄積量の把握

３．今後の活用

同大学では、本実証実験事業におけるデータ収集・分析により、有効性を検証し活用範囲

を検討することで、行政・教育並びに様々な産業分野への活用を目指しております。

４．国内活用事例:・位置情報センサーによるこどもや高齢者の見守り、

・温度センサーによる教育現場での環境可視化

・センサーによる橋梁の劣化判断、水位の把握

【 備 考 】

問い合わせ先 企画部 情報管理課 ＤＸ推進係 内線２２７６ ４７－１８１４ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



１月２４日 庁議提出案件            資料No.６  

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後  】 

 

              総務部長 氏名 栗原 直樹 内線（TEL）２３００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

令和５年度太田市当初予算（案）の概要について 
 

【 目 的 】 

令和５年度太田市一般会計当初予算（案）及び各特別会計等当初予算（案）の概要につい

て説明するものです。 
 

【 概 要 】 

１ 令和５年度太田市当初予算（案）の規模 

 ・一般会計         ８９，４００，０００千円（前年度比  ＋１．４％） 

 ・特別会計（５会計）    ４１，６３０，８９２千円（前年度比  ▲０．１％） 

  ・下水道事業等会計      ７，４５５，０８０千円（前年度比  ▲１．９％） 

    合  計      １３８，４８５，９７２千円（前年度比  ＋０．７％） 

 

２ 予算の特徴（一般会計） 

・第２次太田市総合計画の目指す都市像である「人と自然にやさしく、品格のあるまち太田」

の実現に向けて、第７次実施計画を基本に、（仮称）太田西複合拠点公共施設建設事業、

（仮称）市民体育館建設事業、給食費無料化事業など主要事業に取り組むための予算とし

ました。 

・予算規模は８９４億円で、前年度に比べて金額では１２億円の増、増減率は１．４％の増

と、過去最大の予算となりました。 

３ 主な増減要因（一般会計） 

（１）歳入 R5予算額 R4予算額 増減額 

・市民税・個人 12,372,314千円 11,618,006千円 ＋754,308千円 

・市民税・法人 3,781,621千円 2,251,438千円 ＋1,530,183千円 

・固定資産税 18,530,404千円 18,241,758千円 ＋288,646千円 

・法人事業税交付金 450,000千円 770,000千円 ▲320,000千円 

・企業版ふるさと納税寄附金（保健体育費） 2,200,000千円 1,100,000千円 ＋1,100,000千円 

・財政調整基金繰入金 4,300,000千円 3,600,000千円 ＋700,000千円 

・臨時財政対策債 1,000,000千円 2,880,000千円 ▲1,880,000千円 

（２）歳出 R5予算額 R4予算額 増減額 

・新型コロナウイルスワクチン接種事業 0千円 909,350千円 ▲909,350千円 

・出産・子育て応援事業 186,840千円 0千円 ＋186,840千円 

・一般廃棄物選別施設整備事業 931,414千円 156,054千円 ＋775,360千円 

・デジタル地域通貨(ＯＴＡＣＯ)事業 835,997千円 0千円 ＋835,997千円 

・市内公営住宅集約促進事業 669,120千円 410,000千円 ＋259,120千円 

・小学校屋内運動場空調設備整備事業 650,000千円 0千円 ＋650,000千円 

・(仮称)市民体育館建設事業 2,200,000千円 3,910,000千円 ▲1,710,000千円 



・小学校給食施設改築事業 655,520千円 5,200千円 ＋650,320千円 

・給食費無料化事業(歳入減含む ) 1,334,646千円 702,926千円 ＋631,720千円 

４ 主な施策事業（一般会計） 

（１）教育文化の向上 

生徒指導充実事業(おおたん教育支援隊）・外国語指導助手(ＡＬＴ)設置事業 ・外国人

児童生徒日本語指導事業 ・不登校対策事業(教育相談員) ・小中学校大規模改造事業(質

的整備)トイレ改修事業 ・小中学校給食施設改築事業 ・小学校屋内運動場空調設備整

備事業・市立太田高校施設整備事業 ・(仮称)市民体育館建設事業 ・弓道場建設事業 

・運動公園全体整備事業 ・学習文化センター改修事業 ・生涯学習センター保全(改修)

事業(尾島／世良田) ・新田文化会館/総合体育館改修事業 ・第２サッカー･ラグビー場

改修事業 

（２）福祉健康の増進 

重層的支援体制整備事業 ・ユーランド新田改修事業 ・第３子以降子育て支援事業 

・子育て世帯ベーシックサービス事業 ・学校給食費無料化事業 ・こどもプラッツ推進

事業 ・総合健康センター改修事業 ・救急医療対策事業 ・高校生世代医療費助成事業  

・高齢者支援金給付事業 ・出産･子育て応援事業 

（３）生活環境の整備 

西部消防署庁舎等建設事業 ・消防/救急車両等整備事業 ・消防水利整備事業 ・消防ポ

ンプ自動車整備事業 ・木造住宅耐震診断者派遣/耐震改修補助事業 ・狭あい道路整備

事業 ・空家等除却補助事業 ・防犯灯維持管理事業 ・交通安全対策事業 ・住宅用再エ

ネ機器導入報奨金 ・広域斎場整備事業 ・一般廃棄物選別施設整備事業 ・第一/第二ク

リーンセンター施設能力強化事業 

（４）産業経済の振興 

産業支援センター改修事業 ・空き店舗対策事業 ・商店リフォーム支援事業 ・地籍調

査事業 ・県営集落基盤整備事業(藪塚西部地区) ・小規模農村整備事業 ・市単独生産

基盤整備事業 ・ため池緊急防災減災事業 ・農業水路等長寿命化/防災減災事業(遊水池

／排水路) ・県営農業農村整備調査計画事業(排水機場) ・県営経営体育成基盤整備事

業(緑町地区) ・土地改良施設維持管理適正化事業 ・デジタル地域通貨(ＯＴＡＣＯ)事業 

（５）都市基盤の整備 

一般市道新設改良事業 ・幹線道路整備事業 ・幹線道路舗装補修事業 ・道路維持整備

事業 ・道路ストック(橋梁)定期点検/修繕事業 ・公園施設改修整備事業 ・スケートパ

ーク整備事業 ・土地区画整理事業(東矢島／宝泉南部／尾島東部／太田駅周辺) ・市営

住宅ストック総合改善事業 ・市内公営住宅集約促進事業 ・住宅リフォーム支援事業  

・排水対策事業 ・幹線水路整備事業 ・浄化槽設置整備事業 ・宅地耐震化推進事業  

・(仮称)1号街区公園整備事業 ・太田中央公園トイレ改修事業 

（６）健全な行政運営の推進 

１％まちづくり事業 ・(仮称)太田西複合拠点公共施設建設事業 ・内部情報系端末購入

事業 ・本庁舎設備保全事業 ・行政センター保全(改修)事業(九合／韮川／休泊／木

崎) ・(旧)学校教育センター解体事業 ・ＡＩ/ＲＰＡ導入事業 ・おおたプログラミン

グ学校事業 ・ふるさと応援寄附金事業 ・電気自動車購入整備事業 

５ 「令和５年度太田市当初予算（案）の概要について」は1月26日に羅針盤にて掲載予定 

【 備 考 】＊問い合わせ先 総務部財政課 財政係 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 0276－47－1816 



１月２４日 庁議提出案件 資料No.７
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

市民生活部長 氏名 大谷 健 内線（TEL）２４００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

第４次太田市男女共同参画基本計画の策定について

【 目 的 】

「第３次太田市男女共同参画基本計画」の取り組みを継承、発展させ、男女共同参画社会

の実現に向けた施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として策定するものです。

【 概 要 】

１ 計画の概要

（１）基本理念 男女が社会の対等な構成員としてお互いを尊重し、自らの意思によって

社会のあらゆる分野における活動に参画し責任を負い、個性と能力を十

分に発揮できる男女共同参画社会の実現を目指します。

（２）計画期間 令和５年度から令和９年度までの５年間

（３）基本方針 Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画の推進

Ⅱ 仕事と家庭生活の調和

Ⅲ 人権を尊重し、安心・安全な暮らしの実現

２ 今後の予定 令和５年１月市民文教委員会協議会報告後、市のホームページで公開

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 市民生活部 市民そうだん課 人権・市民活動係

内線２４４２ ４７－１９１２ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



１月２４日 庁議提出案件            資料No.８ 

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

             市民生活部長 氏名 大谷 健  内線（TEL）２４００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

マイナンバーカード申請サポート（２回目）の結果報告について 

 

【 目 的 】 

マイナンバーカード未取得の市民に対して申請サポートを行うことにより、カードの普及 

促進を図りました。その結果を報告するものです。 

 

【 概 要 】 

 １ 太田市役所本庁舎１階 マイナンバーカード窓口 

   期間：令和４年１１月１５日（火）～１２月２８日（水） 平日のみ、３１回開設 

   申請人数：２，５７７人（１回平均８３人） 

※令和５年３月３１日まで継続して開設予定。    

 

２ 行政センター５ヵ所出張申請サポート窓口 

   期間：令和４年１１月２２日（火）～１２月２２日（木） 平日のみ、１５回開設 

   申請人数：８３８人（１回平均５６人） 

  内訳：尾島行政センター ８０人｛11/22（火）、11/24（木）、11/25（金）｝  

宝泉行政センター ２２３人｛11/30（水）、12/1（木）、12/2（金）｝ 

九合行政センター ４８人｛12/6（火）、12/7（水）、12/8（木）｝ 

綿打行政センター １３１人｛12/13（火）、12/14（水）、12/15（木）｝ 

藪塚本町行政センター ３５６人｛12/20（火）、12/21（水）、12/22（木）｝ 

 

【 参 考 】 

群馬県主催申請サポートの太田市内会場（太田イオン他２ヵ所）の実績 

  期間：令和４年１１月１８日（金）～１２月２６日（月） ４７回開設 

申請人数：７，２００人（１回平均１５３人） 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 市民生活部 市民課 窓口記録２係 内線2417 47－1823ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



１月２４日 庁議提出案件 資料No.９
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

健康医療部長 氏名 大澤 美和子 内線（TEL）３４００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市出産・子育て応援給付金について

【 目 的 】

核家族化が進み地域のつながりが希薄となる中、孤立感や不安感を抱く妊婦や子育て家庭

が少なくないことから、全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう実施

するものです。

【 概 要 】

１ 事業概要 妊娠期から出産・子育て期までの相談に応じ必要な支援につなぐ伴走型

相談支援と経済的支援を一体として実施する。

（１）伴走型相談支援

妊娠届出時、妊娠８か月時、出生届出後に面談とアンケートを実施。

妊娠届出時と出生届出後の全数面談は、既に実施している妊娠届出時

の面談と乳児全戸訪問で対応。妊娠８か月時は新たに実施する。

（２）経済的支援

出産・育児の関連用品購入等の負担軽減を図るため、妊娠届出時と

出産後にそれぞれ5万円（計10万円）を支給。

２ 対象者等 ・令和４年４月１日以降に妊娠届出をした妊婦

・令和４年４月１日以降に出生した児を養育する者

給付金申請時点で太田市に住民登録があること。

３ 実施期日 令和５年２月１６日から

４ 周知方法 妊娠届出時及び乳児全戸訪問時に対象者へ周知、他に市ＨＰ・LINEで

情報提供。また、遡及支給分は個人通知する。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 健康医療部 健康づくり課 母子保健係 外線４６－５１１５

対象者 支給金額 支給内容

① 令和4年4月1日～令和5年3月31日に出生した児の養育者 10万円 金券

② 令和5年4月1日～令和6年3月31日に出生した児の養育者 5万円 OTACO

③ ①を除き、令和4年4月1日～令和5年2月14日に妊娠届出した妊婦 5万円 金券

④ 令和5年2月15日～令和6年3月31日に妊娠届出した妊婦 5万円 OTACO



１月２４日 庁議提出案件            資料No. 10   
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

           都市政策部長 氏名 田村 敏哉 内線２８００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

藪塚地域における土地利用に関するワークショップの実施報告及び藪塚まちづくりシンポ

ジウムの開催について 

 

【 目 的 】 

非線引き都市計画区域である藪塚地域の土地利用に係る課題の共有とその解決に向けた

対応の在り方について検討を行うため、藪塚地域住民でワークショップを実施したことを

報告するとともに、その報告会及び有識者らによるパネルディスカッションを含む藪塚ま

ちづくりシンポジウムを開催するものです。 

 

【 概 要 】 

１ ワークショップ 

⑴ 開催回数  計４回（令和４年１０月～令和５年１月） 

⑵ 参加者数  １４名（無作為抽出した藪塚地域在住の１，０００人に対し募集案内

を行い、参加回答のあった者） 

⑶ 講師    ＮＰＯ法人まちづくり支援センター代表理事 為国孝敏氏 

⑷ 内容    藪塚地域の土地利用について 

⑸ 報告概要  別紙のとおり 

 

２ 藪塚まちづくりシンポジウム 

⑴ 日時    令和５年２月５日（日）午後１時３０分から２時間程度 

⑵ 場所    藪塚本町文化ホール（カルトピア） 

⑶ 内容    ①土地利用に関するアンケートの結果報告 

②ワークショップにおける提案 

③ワークショップ参加者及び有識者によるパネルディスカッション 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 都市政策部都市計画課都市計画係 内線2813 47－1839ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



１月２４日 庁議提出案件            資料No. 11    
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

           都市政策部長 氏名 田村 敏哉 内線２８００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

都市計画の変更（市街化区域への編入等）について 

 

【 目 的 】 

企業から要望を受けた３地区の土地利用計画が都市計画マスタープランにおける位置付

け及び土地利用方針に合致するため、これら３地区について市街化区域への編入を含めた

都市計画の変更を行うものです。 

 

【 概 要 】 

１ 各地区の概要 

No 地区名 面積 主な土地利用 用途地域 

1 東金井工業団地南地区 約17.8ha 工業系 工業専用地域 

2 新田東部工業団地西地区 約 9.0ha 工業系 工業専用地域 

3 富若西地区 約10.1ha 工業系 工業専用地域 

※位置については別紙総括図のとおり 

 

２ 変更内容 

① 区域区分の変更：市街化調整区域 → 市街化区域へ編入 

② 用途地域の変更：無指定 → 工業専用地域 

③ 地区計画の策定：地区の特性に応じたきめ細やかな土地利用計画の策定 

 

３ 今後の主なスケジュール（予定） 

関係権利者への説明会   令和５年２月 

都市計画原案の閲覧、案の縦覧 令和５年５月、８月 

都市計画審議会    令和５年９月 

都市計画決定告示   令和５年度中 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 都市政策部都市計画課都市計画係 内線2813 47－1839ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



１月２４日 庁議提出案件             資料 No.１２ 

●内 容 【 2.連絡事項 】 
○公 開 【 1.可 】 
○公開時期【 1.庁議後 】 
 

              都市政策部長 氏名 田村 敏哉  内線（TEL）２８００   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

 太田市住宅マスタープラン ２０２３～２０３２（案）の策定について 

 

【 目 的 】 

 平成２５年度を始期とする現計画の改定にあたり、令和５年度から１０年間の新計画において、災

害・少子高齢化対策の必要性や上位関連計画に即した住宅施策を、総合的かつ計画的に推進するため

の基本的な方向性を示します。 

 

【 概 要 】 

1 計画期間 

・令和５年度（２０２３年）から令和１４年度（２０３２年）の１０年間 

・社会経済情勢の変化及び施策効果に対する評価を踏まえ、必要に応じて見直す予定。 

  

2 現計画からの変更・追加事項 

 ・住宅の再生可能エネルギー利用機器の活用や更なる太陽光発電システムの設置など、地球と地域
にやさしい脱炭素型の住まいづくりを促進します。 
【市域の温室効果ガス排出量 

２２４．８万ｔ-ＣＯ２（令和２年度）→１７０．０万ｔ-ＣＯ２（令和８年度）】 
 ・市民の防災意識の高揚や住宅の耐震化などにより、災害リスクに対する住まいのレジリエンス機

能の向上を促進します。 
【住宅の耐震化率：８０．２％（令和２年度）→９５．０％（令和７年度）】 

 ・空き家バンク制度による既存住宅の有効活用や空き家の除却費用の一部を補助することで、新た
な空き家の発生を抑制するとともに、管理不全となった空き家の解体・撤去を促進します。 
【管理不全空家件数：２７０件（令和元年度）→２００件（令和６年度）】 

 ・住環境の整備として、既存住宅の性能や居住環境を向上させるリフォームを促進します。 
 

3 意見公募（パブリックコメント）手続きについて 

 ・令和５年２月６日(月)から令和５年３月７日(火)までの３０日間。 
 ・市ホームページでの電子媒体による閲覧と建築住宅課窓口、市政情報コーナー及び 

行政センターでの文書による閲覧。 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先  

都市政策部 建築住宅課 建築係 内線２７５３ ４７－１８９４ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



１月２４日 庁議提出案件 資料No.13
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

消防長 氏名 櫻井 修一 内線（TEL）33－0202

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市高齢者宅住宅用火災警報器設置事業の実施結果について

【 目 的 】

ふれあい相談員の実態調査に基づき、該当者の申請により住宅用火災警報器の取付けを

実施した結果を報告するものです。

【 概 要 】

１ 事業期間 令和４年１１月１日（火）から令和４年１２月２９日（木）

２ 実施世帯 ふれあい相談員が担当する７０歳以上の一人暮らし高齢者世帯

（１）設置世帯 １，０７０世帯（当初予定１，１１３世帯）

（２）設置住宅用火災警報器 １，２３９個（当初予定１，３５６個）

３ 取付実施者 消防職員及び消防団員

（延べ日数１９０日、延べ人数４３８人）

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 消防本部 予防課 予防係 ３３－０２０２ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

地 区 太田 九合 沢野 韮川 鳥之郷 強戸 休泊 宝泉 毛里田

当初設置予定世帯数 147 92 105 63 83 62 25 123 53

設置世帯数 141 90 99 64 79 58 24 122 52

当初設置予定住警器数 189 117 130 77 127 73 28 141 61

設置住警器数 173 103 124 81 94 65 27 137 60

地 区 尾島 木崎 生品 綿打 藪塚 合 計

当初設置予定世帯数 150 13 96 47 54 1,113世帯

設置世帯数 147 10 86 45 53 1,070世帯

当初設置予定住警器数 175 14 109 50 65 1,356個

設置住警器数 159 9 98 48 61 1,239個



 １月２４日 庁議提出案件             資料No.１  

●内 容 【 3.その他 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

                  産業環境部長 氏名 飯塚 史彦  内線２６００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

   令和４年度環境白書について 

 

 

【 目 的 】 

「太田市環境基本条例」第２２条に基づき、本市における環境の状況及び環境の保全等に

関して講じた施策をまとめた「環境白書」を作成したので報告するものです。 

 

 

【 概 要 】 

 

 １ 主な実績 

項    目 令和３年度目標値 令和３年度実績値 対 比 

①市域の温室効果ガス排出量 209.9 万t-CO2 

 

219.0 万t-CO2 

（令和元年度実績値）※ 

 

 ＋4.3％ 

②市の事務事業からの温室効果 

ガス排出量 
27,752 t-CO2 24,622 t-CO2  ▲11.2％ 

③ごみ年間排出量  80,573 t 79,156 t  ▲1.8％ 

④市民１人１日当たりのごみ 

排出量  
994 g 971 g  ▲2.3％ 

⑤公害防止対策の推進に係る 

環境基準の達成割合 
100 % 78.6 %   ― 

※温室効果ガス排出量は、国、県などの最新の公表値から太田市の世帯数や工業出荷額などの

按分により計算するため、令和元年度実績値になります。 

 

 

 

  ２ その他の掲載内容 

   ・第２次太田市環境基本計画に基づく各取り組みについての進捗状況 

   ・環境基準に係る測定結果の詳細 

 

 

【 備 考 】 

 問い合わせ先   産業環境部 環境対策課 環境保全係 内線2622 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ47-1893 


